
 

 

 

この説明書は、当社の電気（このまち電気（低圧電灯））をご契約いただく際に注意が必要な重要事項について記載し

たものです。契約をご希望の場合は、下記内容を十分にご確認・ご理解いただいたうえでお申し込みください。なお、契

約の詳細については、当社ホームページ等で公開しております電気需給約款（このまち電気）および電気料金種別定義書 

このまち電気（低圧電灯）でご確認ください。 

 

 １．小売電気事業者および契約媒介業者等について            

・電気の販売は当社が行いますが、契約の媒介業務について

は契約媒介業者等が行う場合があります。 

・当社の代理店および媒介店の詳細は、こちらをご確認くだ

さい。 

 

 ２．契約のお申し込み                 

・お客さまが電気の需給契約を希望される場合は、あらかじ

め電気需給約款（このまち電気）および電気料金種別定義

書 このまち電気（低圧電灯）の内容を承諾のうえ、当社ホ

ームページ等よりお申し込みいただきます。 

・中国エリアのお客さまからの申し込みは、お客さまの需要

場所の設備構成、過去の契約形態その他の事情にかかわら

ず、全て実量契約の申し込みとして取り扱います。 

 

 ３．契約の成立                    

・需給契約は、お客さまからのお申し込みを当社が承諾した

ときに成立いたします。 

・当社のガス料金や電気料金等を支払期限日を過ぎてもお支

払いいただけていない場合など、契約のお申し込みを承諾

できない場合があります。 

 

 ４．需給開始日                    

・需給開始日は、原則として以下のとおりとし、契約手続き

が完了した後に当社所定の方法によりお知らせいたします。 

①他の電力会社から当社へ切替えられる場合 

・需給契約が成立し所定の手続きが完了した日以降に到来

する最初の検針日等 

②転居等により新たに使用開始される場合 

・入居日などお客さまがご希望される日 

 

 ５．供給電圧および周波数               

・供給電圧は 100 ボルトまたは 200 ボルト、周波数は 50 ヘ

ルツまたは 60 ヘルツといたします。 

 

 

 

 ６．適用区域                     

・当社の電気（このまち電気）がご利用できる区域は、別表

１の適用区域といたします。 

 

 ７．契約電流                     

・契約電流は、5 アンペア、 10 アンペア、15 アンペア、20

アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは

60 アンペアのいずれかとし、お客さまのお申し出によって

定めます。 

 

 ８．契約電力                     

・各月の契約電力は、原則、その 1 月の最大需要電力と前 11

月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。 

 

 ９．契約容量                     

・契約容量は、契約主開閉器の定格電流にもとづき、以下に

より算定された値といたします。この場合、契約主開閉器

をあらかじめ設定していただきます。なお、当社は、契約

主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたしま

す。 

【算定式】 

契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト) × 

1/1000 

 

 １０．電気料金                     

・電気料金は別表２の料金表に基づいて計算いたします。 

 

 １１．使用電力量および料金計算方法          

・使用電力量の計量は、一般送配電事業者が行います。 

・料金の算定期間は、託送約款に定める検針期間または計量

期間等とし、一般送配電事業者から受領した使用電力量に

基づき料金を計算いたします。なお、電気の需給を開始し

た場合や需給契約が消滅した場合等は、日割計算をいたし

ます。 

 

 

 

重 要 事 項 説 明 書（ こ の ま ち 電 気 （低圧電灯）） 

https://konomachidenki.hiroshima-gas.co.jp/pdf/agency.pdf


 １２．電気料金等のお知らせ              

・当社は、お客さまの使用電力量や料金請求額等を、当社の

Ｗｅｂサイト上のマイページにてお知らせいたします。 

 

 １３．電気料金のお支払い方法             

・電気料金は、口座振替またはクレジットカード払いの方法

により、お支払いいただきます。ただし、電気の需給開始

後、手続きが完了していない場合等、払込みの方法でお支

払いいただく場合があります。 

 

 １４．お客さまからのお申し出による契約の変更・解約  

・料金プランの変更や引越し（転居）等により需給契約の解

約を希望される場合は、当社の問合せ窓口までご連絡くだ

さい。ただし、他の電力会社への切替えを希望される場合

は、当該電力会社へご連絡いただき、当社への解約の連絡

は必要ありません。 

 

 １５．当社からの契約の変更              

・当社は、一般送配電事業者の託送供給等約款や関係法令等

が改正された場合や電気料金を改定する場合など、電気需

給約款（このまち電気）および電気料金種別定義書 このま

ち電気（低圧電灯）を変更することがあります。この場合、

お客さまへの供給条件は、変更後の約款および料金定義書

によるものとなります。なお、約款および料金定義書の変

更はあらかじめ当社のホームページ等でお知らせいたしま

す。 

・約款および料金定義書の変更に伴う供給条件の説明、契約

変更前および契約変更後の書面交付は、当社のホームペー

ジに掲載する方法その他当社が適当と判断した方法により

行います。 

 

 １６．契約の解約                   

・お客さまが、電気料金を支払期限日までに支払われていな

い場合、翌月の電気料金に合算して請求させていただきま

す。 

・さらにお客さまが、合算した２か月分の電気料金を支払期

限日までに支払われていない場合、当社は事前に通知をし

たうえで、原則、需給契約を解約させていただきます。 

 

 １７．工事費等                    

・託送供給等約款に基づいて、当社が一般送配電事業者から

工事費等の請求を受けた場合、その工事費等については、

お客さまにご負担いただきます。なお、支払いの方法につ

いては当社の指定する方法によります。 

 

 

 １８．電気の需給に関するお客さまのご協力のお願い   

・電気需給に当たり、一般送配電事業者が定める託送供給等

約款に規定された以下のような事項について、お客さまに

ご協力をお願いする場合があります。 

①電気工作物の確認や検査等のため、お客さまの土地・建

物に立ち入らせていただくこと。 

②お客さまの電気の使用が、他のお客さまの電気の使用を

妨害している、または妨害する恐れがある場合、お客さ

まの負担で必要な設備を施設していただくこと。 

 

 １９．調査・保安に対するお客さまのご協力のお願い   

・一般送配電事業者または登録調査機関は法令により、お客

さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調

査いたします。この場合、必要があるときには電気工作物

の配線図を提示していただきます。 

・お客さまの電気工作物に異常や故障が発生した、または発

生する恐れがある場合、一般送配電事業者へ連絡していた

だきます。 

 

 ２０．他の電力会社から当社へ切替えられる場合の注意点   

・他の電力会社から当社へ切替えられる場合、他の電力会社

との契約条件により、お客さまに解約金等の不利益事項が

発生する場合があります。当社とのご契約の前に、他の電

力会社との契約内容を十分にご確認ください。 

 

 ２１．当社からのお知らせ方法について         

・当社は、各種のお知らせを、ＥメールやＳＭＳ（ショート

メッセージサービス）などによりお知らせする場合があり

ます。 

 

 

 別表１．適用区域                   
 

エリア名称 適 用 地 域 

東北エリア 東北電力ネットワーク株式会社の供給

区域となる 青森県、岩手県、秋田県、

宮城県、山形県、福島県および新潟県 

小売電気事業者 

事業者名：広島ガス株式会社 

住  所：広島県広島市南区皆実町２丁目７番１号 

登録番号：Ａ０８２２ 

問合せ先：このまち電気お客さまセンター 

電話番号：０５７０-０４１-２２２ 

（ナビダイヤルをご利用になれない場合：０８２-２５８-２４５６） 

受付時間：８：５０～１７：３０ 

    （土・日・祝日・年末年始（12/31～1/4）・5/1 除く） 



関東エリア 東京電力パワーグリッド株式会社の供

給区域となる 栃木県、群馬県、茨城県、

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、 

山梨県および静岡県（富士川以東） 

中国エリア 中国電力ネットワーク株式会社の供給

区域となる 鳥取県、島根県、岡山県、

広島県、山口県、兵庫県の一部、香川県

の一部、愛媛県の一部 

 

 別表２．料金プラン                   

１．料金プランの種類 

  料金プランは次のとおりとし、いずれかのプランを選ん

でいただきます。 

料金 

プラン 

このまち電気ダイレクト 

このまち電気バランス３ 

このまち電気バランス６ 

このまち電気ダイレクト（グリーン） 

このまち電気バランス３（グリーン） 

このまち電気バランス６（グリーン） 

２．プラン内容 

（１）適用範囲 

  電灯または小型機器を使用する需要で、以下のいずれか

に該当するものに適用いたします。 

①最大需要電力が原則として 50 キロワット未満であるも

のまたは契約容量が原則として 50 キロボルトアンペア

未満であるもの。 

②契約電流が 5 アンペア以上であり、かつ、60 アンペア

以下であるもの。 

③１需要場所において動力を使用する契約種別とあわせ

て契約する場合は、①電灯もしくは小型機器を使用する

契約種別に関する契約電力、契約電流もしくは契約容量

と動力を使用する契約種別に関する契約電力の合計、ま

たは、②電灯もしくは小型機器を使用する契約種別に関

する契約電力、契約電流もしくは契約容量と動力を使用

する契約種別に関するみなし契約電力の合計が 50 キロ

ワット未満であるもの。（この場合、契約電流は１０アン

ペアを、契約容量は１キロボルトアンペアを、それぞれ

１キロワットとみなす） 

（２）このまち電気ダイレクト（グリーン）、 

   このまち電気バランス３（グリーン）、 

   このまち電気バランス６（グリーン） 

供給する電気は、原則として当社が非化石証書等を利用

することで、実質的に再生可能エネルギー由来とみなされ、

電気のＣＯ２排出量を実質的にゼロといたします。ただし、

非化石証書の調達状況等により、ＣＯ２排出量が実質的に

ゼロとならない場合があります。この場合においても、当

社は責任を負いません。 

（３）このまち電気バランス３、このまち電気バランス６、

このまち電気バランス３（グリーン）、このまち電気バ

ランス６（グリーン） 

・料金を複数回に分けてお支払いいただきます。 

・あらかじめ調整金を当社にてお預かりいたします。お預

かりした調整金は、原則、需給契約の終了時に、終了分

料金の支払いにあわせて返金いたします。 

・当社が請求した料金をお支払いいただいていない場合、

調整金は返金いたしません。また、調整金を、お支払い

いただいていない請求中の料金に充当させていただく

場合があります。 

・調整金に対して消費税および利息は付しません。 

・料金を複数回に分ける場合の回数ならびに調整金の種類

は、別表４（料金支払い回数および調整金の種類）のと

おりです。 

・当社は、お預かりしている調整金の金額を、当社のＷｅ

ｂサイトにより、お客さまにお知らせいたします。 

（４）料金 

料金は、料金表により計算された基本料

金、市場電力量料金、その他従量料金と再生

可能エネルギー発電促進賦課金（※）の合計

といたします。 

※経済産業大臣が定める再生可能エネルギー

発電促進賦課金単価に１か月の使用電力量

を乗じて算定します。 

（５）料金表 

 ① 基本料金 

  (ｲ) 東北エリア 

契約方式 区分 単価 

アンペア

ブレーカ

ー契約 

契約電流５ア

ンペアにつき 

83.05

円 

実量契約 契約電力１キ

ロワットにつ

き 

226.60

円 

主開閉器

契約 

契約容量１キ

ロボルトアン

ペアにつき 

166.10

円 

※実量契約における各月の最大需要電力

が 0.5 キロワットの場合、半額とする。 

 

 

 

 

 



(ﾛ)関東エリア 

契約方式 区分 単価 

アンペア

ブレーカ

ー契約 

契約電流５アン

ペアにつき 

76.12

円 

実量契約 契約電力１キロ

ワットにつき 

230.67

円 

主開閉器

契約 

契約容量１キロ

ボルトアンペア

につき 

152.24

円 

※実量契約における各月の最大需要電力

が 0.5 キロワットの場合、半額とする。 

  (ﾊ) 中国エリア        

契約方式 区分 単価 

実量契約 

最初の契約電

力６キロワッ

トまで 

326.70

円 

上記をこえる

契約電力１キ

ロワットにつ

き 

108.90

円 

(加算） 

 

なお、各月の使用電力量が０キロワット時

の場合、当該月については上記金額の半額と

いたします。 

 ② 市場電力量料金 

   30 分毎の使用電力量×{30 分毎のエリ

アプライス÷（１－エリア損失率）×（１

＋消費税率）} 

  (ｲ) エリアプライス 

   日本卸電力取引所の 30 分毎のスポッ

ト市場価格を指し、変動いたします。（上

限はありません。） 

  (ﾛ) エリア損失率 

   各一般送配電事業者が託送約款に定め

る損失率 

エリア エリアプラ

イス 

エリア損

失率 

東北エリア 東北エリア

プライス 

8.5% 

関東エリア 東京エリア

プライス 

6.9% 

中国エリア 中国エリア

プライス 

7.7% 

  

③ その他従量料金 

  (ｲ) このまち電気ダイレクト 

    このまち電気バランス３ 

    このまち電気バランス６ 

 

東北エリア 

 項目 単位 単価 

託送料金 1kWh 8.58 円 

事業運営費 1kWh 5.58 円 

 管理費 1kWh 4.48 円 

容 量 拠 出 金

対応費 
1kWh 1.10 円 

法 令 に 定 め

られた費用 
1kWh 0.00 円 

グリーン 

オ プ シ ョ ン

費 

1kWh 0.00 円 

関東エリア 

項目 単位 単価 

託送料金 1kWh 6.97 円 

事業運営費 1kWh 5.58 円 

 管理費 1kWh 4.48 円 

容 量 拠 出 金

対応費 
1kWh 1.10 円 

法 令 に 定 め

られた費用 
1kWh 0.00 円 

グリーン 

オ プ シ ョ ン

費 

1kWh 0.00 円 

中国エリア 

項目 単位 単価 

託送料金 1kWh 9.09 円 

事業運営費 1kWh 5.58 円 

 管理費 1kWh 4.48 円 

容量拠出金

対応費 
1kWh 1.10 円 

法令に定め

られた費用 
1kWh 0.00 円 

グリーン 

オプション

費 

1kWh 0.00 円 

 

  

 

 



(ﾛ) このまち電気ダイレクト（グリーン） 

   このまち電気バランス３（グリーン） 

   このまち電気バランス６（グリーン） 
 

東北エリア 

項目 単位 単価 

託送料金 1kWh 8.58 円 

事業運営費 1kWh 6.68 円 

 管理費 1kWh 4.48 円 

容量拠出金

対応費 
1kWh 1.10 円 

法令に定め

られた費用 
1kWh 0.00 円 

グリーン 

オプション

費 

1kWh 1.10 円 

関東エリア 

項目 単位 単価 

託送料金 1kWh 6.97 円 

事業運営費 1kWh 6.68 円 

 管理費 1kWh 4.48 円 

容量拠出金

対応費 
1kWh 1.10 円 

法令に定め

られた費用 
1kWh 0.00 円 

グリーン 

オプション

費 

1kWh 1.10 円 

中国エリア 

項目 単位 単価 

託送料金 1kWh 9.09 円 

事業運営費 1kWh 6.68 円 

 
管理費 1kWh 

4.48 円 

容量拠出金

対応費 
1kWh 1.10 円 

法令に定め

られた費用 
1kWh 0.00 円 

グリーン 

オプション

費 

1kWh 1.10 円 

  
※(ｲ)(ﾛ)の管理費は別表３により、毎年見直

します。 

※①③の単価には消費税等相当額を含み 

ます。 

 別表３．管理費の算定                 

① 料金の算定開始日が当年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日ま

での管理費は以下の算式により算定いたします。 

管理費＝4.35×（前年の CPI÷基準年の CPI） 

   CPI：総務省発表の 2020 年基準消費者物価指数(年平

均)における「生鮮食品及びエネルギーを除く総

合指数」 

   基準年の CPI：107.0（2024 年の CPI） 

 

② 算定した管理費が 4.35 円を下回る場合、管理費は 4.35

円といたします。 

③ 算定した管理費は、当社のＷｅｂサイトにより、算定後

すみやかにお知らせいたします。 

 

 別表４．料金支払い回数および調整金の種類       

 

料金プラン 支払回数 調整金の種類 

このまち電気バランス３ 

このまち電気バランス３

（グリーン） 

３回 

3,000 円 

12,000 円 

このまち電気バランス６ 

このまち電気バランス６

（グリーン） 

６回 

7,500 円 

30,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

「新生活応援キャンペーン」に関する契約締結前の重要事項説明書 

 

この書面は、当社とお客さまとの間の電気需給契約の一部となる特約事項（以下「本企画」といいま

す。）を定めたものです。 

また、この書面は、本企画が適用されるお客さまに重要な事項を説明するものです。新たに当社と電気

需給契約を締結されるお客さまは、「電力需給約款（このまち電気）（以下「本約款」といいます。）」およ

び「重要事項説明書（このまち電気（低圧電灯））」と共に本書面を必ずお読みいただき、内容をご確認・

ご理解いただきますようお願いいたします。 

なお、この書面で記載されているもの以外の供給条件およびこの書面で使用する用語は、特に定めのな

い限り本約款に基づくものとし、この書面と本約款の間に齟齬がある場合には、この書面が優先するもの

といたします。 

 

１．適用内容 

本企画の適用内容は以下のとおりです。 

（１）特典 

・２．適用条件を満たしたご契約に対し 1 需要場所のご使用量 1kWhあたり 4円（税込）

を各月のご請求額から値引きいたします。 

・対象月の使用量が 0kWhの場合は、値引きの対象外となります。 

 

（２）対象料金 

・初月請求から起算して、3カ月分の電気料金 

 

２．適用条件 

以下の条件をすべて満たした場合に本企画の適用対象となります。 

（１）対象となる料金プラン 

・このまち電気ダイレクト 

・このまち電気ダイレクト（グリーン） 

・このまち電気バランス３ 

・このまち電気バランス３（グリーン） 

・このまち電気バランス６ 

・このまち電気バランス６（グリーン） 

 

（２）対象となるお客さま 

2026年 2月～2026年 6月末に上記料金メニューの供給が開始したお客さま。 

 

 

 

 



 

 

３．その他ご注意事項 

（１）契約申し込みから供給開始まで 1カ月半程度の期間が必要になる場合があります。  

（２）引っ越し等の事由により新たにご契約いただいたお客さまで、指定の検針日より前に供給を開始し

た場合、初月請求から起算した 3 カ月分の電気料金に加え、当該期間に発生する日割計算による

電気料金についても、本企画の値引きを適用いたします。 

（３）新たにお申し込みいただいたお客さまについては、供給開始、廃止のタイミングによって、本企画

の特典を適用できない期間が発生する可能性があります。 

（４）本企画は予告なく内容の変更または実施を終了する場合があります。 

（５）本書面を変更する場合、当社ホームページに掲載する方法、または当社が適当と判断した方法にて

通知します。緊急性がある場合またはやむを得ない場合は、事後的に通知します。 

（６）お申し込み内容に訂正などが入る場合は、一般送配電事業者所定の手続きが完了せず、契約開始ま

でに日数を要する場合があります。この場合も本企画の対象料金、適用条件に変更はありません。 

（７）原則、その他企画との重複適用はいたしません。値引き期間が重なるご契約者さまにおかれまして

は、本企画が優先して適用されるものとします。 

 

４．小売電気事業者 

広島ガス株式会社（登録番号 A0822） 

本社所在地：〒734-8555 広島県広島市南区皆実町２丁目７番１号 

◆電話によるお手続き・お問い合わせ 

このまち電気お客さまセンター：0570-041-222 

受付時間 8：50～17：30 （土・日・祝日・年末年始（12/31～1/4）・5/1 除く） 

 

以上 



 

 

「乗り換えキャンペーン」に関する契約締結前の重要事項説明書 

 

この書面は、当社とお客さまとの間の電気需給契約の一部となる特約事項（以下「本企画」といいま

す。）を定めたものです。 

また、この書面は、本企画が適用されるお客さまに重要な事項を説明するものです。新たに当社と電気

需給契約を締結されるお客さまは、「電力需給約款（このまち電気）（以下「本約款」といいます。）」、「電

気料金種別定義書 このまち電気（低圧電灯）（以下「本定義書」といいます。）」および「重要事項説明書

（このまち電気（低圧電灯））」と共に本書面を必ずお読みいただき、内容をご確認・ご理解いただきます

ようお願いいたします。 

なお、この書面で記載されているもの以外の供給条件およびこの書面で使用する用語は、特に定めのな

い限り本約款および本定義書に基づくものとし、この書面と本約款および本定義書の間に齟齬がある場

合には、この書面が優先するものといたします。 

 

１．適用内容 

 選べるデジタルギフト 3,000円分 

※Amazonギフトカードなど、豊富な種類のラインナップの中から好きな商品を自由にお

選びいただけます。 

 

２．適用条件 

以下の条件をすべて満たした場合に本企画の適用対象となります。 

（１）対象となる次の料金プランへの申し込み 

・このまち電気ダイレクト 

・このまち電気ダイレクト（グリーン） 

・このまち電気バランス３ 

・このまち電気バランス３（グリーン） 

・このまち電気バランス６ 

・このまち電気バランス６（グリーン） 

 

（２）対象期間および使用継続期間 

・2026年 7月 1日～2027年 2月末までに、新たに上記料金メニューの供給が開始してい 

ること 

 ・供給開始以降の電気のご使用料金が 15,000 円（税込）を超えるまで使用を継続してい 

ること 

 

 

 

 

 



 

 

３．特典の進呈について 

・供給開始以降のご使用料金の累計が 15,000円（税込）を超過した方から順次進呈いたします。 

・ご契約時にご登録いただいたメールアドレスに、デジタルギフトのダウンロードリンクをお送りいた

しますので、お客さまご自身でお手続きをお願いいたします。 

 

４．その他ご注意事項 

（１）契約申し込みから供給開始まで最大 1 カ月程度の期間が必要になる場合があります。 

（２）本企画の適用期間内に新規でお申し込みいただいたお客さまについては、供給開始のタイミングに

よって、特典を進呈できない可能性があります。 

（３）本企画は予告なく内容の変更または終了する場合があります。あらかじめご了承ください。 

（４）本企画の適用期間内または終了後に、同様または類似のキャンペーンを行う場合があります。 

（５）ダウンロードリンクの配信元アドレスは「noreply@gifteeport.biz」になります。あらかじめ

「@gifteeport.biz」からのメール受信設定をお願いいたします。 

（６）法人名義でご契約いただいた方で以下に該当する場合は、特典が進呈できない場合があります。あ

らかじめご了承ください。 

・公務員およびみなし公務員の方 

・国会議員・地方議会議員を含む政治家の方（今後なろうとされている方を含む） 

（７）本企画の適用は、原則、一需要場所につき一回に限ります。 

（８）本企画は広島ガス株式会社による提供です。 

本企画についてのお問い合わせは Amazon ではお受けしておりません。 

広島ガス株式会社このまち電気お客さまセンターまでお願いいたします。 

（９）Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。 

 

※当社が特典の進呈手続きを開始した時点で、登録メールアドレスを変更した場合、迷惑メール対策

などで特典をお送りするためのメールアドレスのドメインを受信設定されていない場合は、原則

として、特典進呈の対象外とさせていただきます。 

 

５．小売電気事業者 

広島ガス株式会社（登録番号 A0822） 

本社所在地：〒734-8555 広島県広島市南区皆実町２丁目７番１号 

◆電話によるお手続き・お問い合わせ 

このまち電気お客さまセンター：0570-041-222 

受付時間 8：50～17：30 （土・日・祝日・年末年始（12/31～1/4）・5/1 除く） 

 

以上 


